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2024年の決算検査報告で会計検査院から非上場株式の評価方法について指摘が入り、国税庁に対して評価制度の見
直しを検討するよう所見を述べました。過去の例からも早期で課税強化が見込まれます。

【将来改正の可能性】非上場株式の評価方法見直しについて 1/2

【指摘の背景・目的】
「類似業種比準方式」は改正により評価額が下落傾向にある一方、
「配当還元方式」は長年大きな改正が無かった。そのため、現在の
評価額が有効・公平であるかを検証する為、検査が行われた。

【会計検査院とは】
内閣から独立した憲法上の機関である。国や法律で定められた機
関の会計を検査し、税金の使い道や経理が適正に管理・運用され
ているかを監督する役割を担う。

※本資料は記事投稿時点（2026年4月15日）の法令・情報に基づき作成されたものです。

指摘の概要・過去の税制改正 4つの指摘のポイント

内容 指摘年 改正年

小規模宅地等の特例における対象者の範囲の見直し 2016年 2018年

相続税取得費加算の特例 2012年 2014年

簡易課税制度の適用範囲の見直し 2012年 2014年

完全子法人株式等に係る配当等の額に対する源泉徴収 2019年 2022年

海外中古建物の簡便償却見直し 2016年 2021年

住宅ローン控除の控除率見直し 2018年 2023年

中小企業者に適用される特別措置適用範囲の見直し 2010年 2017年

国外居住親族に係る扶養控除の対象者の見直し 2013年 2019年

「公平性が無く不適切と評価」
早期の改正を示唆

※最短、今年の大綱掲載も有り得る

会社規模による乖離 比準要素（配当ゼロの影響） 特例評価方式（還元率）

【① 純資産vs類似業種】

純資産ベース
株価

類似ベース
株価

27.2％

100.0％

【② 会社規模別】

小会社 大会社中会社

0.61倍

0.50倍
0.32倍

会社規模が大きいほど、
低く評価される傾向

【③ 配当ゼロの割合】

配当無し

配当有

約80％

約20％

比準要素における
公平性の欠如がある

3つの比準要素において、
約80％の企業が
配当していない

通達制定時に比べ
相対的に低い

10.0％
固定還元利率

金利、配当率

【④ 配当還元の低下】

配当還元価額

S39

株
価

対純資産ベースにおける倍率

現在

金
利
等

S39 現在
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ミカタ税理士法人では、評価方法の変更有無に関わらず、オーナー経営者のミカタとなり、効果的な事業承継対策を提
案させていただきます。

【将来改正の可能性】非上場株式の評価方法見直しについて 2/2

【予想される変更の内容】

1. 類似業種比準価額
・比準割合・比準要素の見直し（配当の割合減少等）
・会社規模基準の見直し（会社規模が大きくなりづらい）
・利益の判定基準見直し（強制的に平均利益による判定等）

2. 配当還元価額
・還元率10%の見直し
⇒予想される変更内容としては、いずれにせよ課税強化になる
ものと想定されます。

想定される影響

見直しに備えた対応策

【見直しに備えた対応策】
1. 時間軸
・現状の評価方法が適用される間に検討＆対応する
・改正後も恐らく定期的な改正により増税の可能性高い
⇒一日も早い着手を行う。

2. 手法
A：株価対策の観点
・株価上昇抑制効果のあるホールディングス体制（HD化）
・利益の引下げ（設備投資即時償却、ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾘｰｽ、不良

  債権の貸倒、含み損資産の損失実現等）
・純資産引下げ対策 不動産の取得
B：コストを抑えて承継する方法
・相続時精算課税制度の活用

・暦年贈与 etc

国税庁が非上場株の評価方法を見直
す方針だ。～中略～

一部で相続税の負担が増す可能性が
ある。

有識者を集めた検討会を4月中に設置
する。年内に議論を進め、2027年度税
制改正で調整する。～中略～
近年の実情を踏まえると規模の大きな
企業の株式は評価額が上がる方向で
議論が進むとみられる。企業が生み出

す利益をもとにした評価方法などを参考
にする可能性がある。

出典：
日本経済新聞電子版2026年4月14日

新聞報道：日経新聞（2026年4月14日）

2026年中に対応すべきこと3選
①一日も早い着手
②株価対策の実施(上記手法)
③相続時精算課税贈与

事業承継対策のプロフェッショナルである
ミカタグループにぜひお任せください！

贈与者
（60歳以上の祖父母）

株式 株式

受贈者
（18歳以上の子又は孫）

精算
課税贈与


